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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成22年12月16日(2010.12.16)

【公表番号】特表2008-527440(P2008-527440A)
【公表日】平成20年7月24日(2008.7.24)
【年通号数】公開・登録公報2008-029
【出願番号】特願2007-550068(P2007-550068)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  27/22     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  27/22    　　　　
   Ｇ０２Ｆ   1/13    ５０５　
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３１３　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年10月25日(2010.10.25)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空間的にインターレースされた複数の画像を表示するように配列された複数のピクセル
を含み、上記ピクセルが、マルチビューディスプレイでの設計された画像方位のほぼ水平
方向に細長くなっている空間光変調器と、異なる画像に基づいて変調された上記空間光変
調器からの光を個別の異なる方向にほぼ制限するように、上記空間光変調器と協同する視
差オプティクスとを含むマルチビューディスプレイであって、
　上記ピクセルは、一定の水平方向のピッチによって、水平方向に間隔をもって離されて
いるとともに、上記水平方向のピッチの４０％から９０％までの間の水平方向の開口が設
けられており、
　上記マルチビューディスプレイは、マルチビューアディスプレイであるとともに、上記
マルチビューディスプレイに対する個別に異なる方向において、個別に異なる観視者によ
って見るために、上記空間的にインターレースされた画像が目に見えるように、上記視差
オプティクスが上記空間光変調器と協同することを特徴とするマルチビューディスプレイ
。
【請求項２】
　水平方向に縞のあるカラーフィルタを含むことを特徴とする請求項１に記載のマルチビ
ューディスプレイ。
【請求項３】
　前記ピクセルは、長軸がほぼ前記水平方向に伸びている長方形になっていることを特徴
とする請求項１または２に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項４】
　前記水平方向の開口は、前記水平方向のピッチの７０％にほぼ等しいことを特徴とする
請求項１から３までのいずれか１項に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項５】
　前記ピクセルには、前記水平方向の開口の３分の１にほぼ等しい垂直方向の開口が設け



(2) JP 2008-527440 A5 2010.12.16

られていることを特徴とする請求項１から４までのいずれか１項に記載のマルチビューデ
ィスプレイ。
【請求項６】
　前記視差オプティクスは、前記ディスプレイ上の設計された画像方位の垂直方向に方向
付けられた複数のスリットを含んでいる視差バリアを含むことを特徴とする請求項１から
５までのいずれか１項に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項７】
　前記スリットの前記水平方向の幅は、前記水平方向のピクセル開口よりも広いか、また
は等しいことを特徴とする請求項６に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項８】
　前記スリットの前記水平方向の幅は、前記水平方向のピクセル開口にほぼ等しいことを
特徴とする請求項６に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項９】
　前記視差バリアは、シングルビューの動作モードを提供するために無効になるとともに
、前記スリットの前記水平方向の幅が前記水平方向のピクセル開口よりも小さいことを特
徴とする請求項６に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項１０】
　各スリットに、個別のレンズが配置されることを特徴とする請求項６から９までのいず
れか１項に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項１１】
　前記レンズは収束レンズであることを特徴とする請求項１０に記載のマルチビューディ
スプレイ。
【請求項１２】
　前記レンズは円柱形の収束レンズであることを特徴とする請求項１１に記載のマルチビ
ューディスプレイ。
【請求項１３】
　前記ピクセルは、前記マルチビューディスプレイ上での設計された画像方位の、水平方
向に伸びる横列および垂直方向に伸びる縦列として配列されることを特徴とする請求項１
から１２までのいずれか１項に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項１４】
　前記横列は、１よりも大きい整数であるＮ個の隣接した横列のグループとして配列され
、各グループの前記ピクセルは、上記グループのための共通の走査線に接続された走査入
力と、上記グループのすべてに共通の個別のデータ線に接続されたデータ入力と、を有し
ていることを特徴とする請求項１３に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項１５】
　各グループでは、同じ１つの前記縦列にあるとともに、お互いに隣接しているピクセル
のデータ入力は、隣接している前記データ線の１つに接続されていることを特徴とする請
求項１４に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項１６】
　前記Ｎが３に等しいことを特徴とする請求項１４または１５に記載のマルチビューディ
スプレイ。
【請求項１７】
　前記画像をインターレースするのに適した形のピクセルデータを前記空間光変調器に供
給するためのコントローラを含むことを特徴とする請求項１から１６までのいずれか１項
に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項１８】
　前記空間光変調器は、ライトバルブを含むことを特徴とする請求項１から１７までのい
ずれか１項に記載のマルチビューディスプレイ。
【請求項１９】
　前記空間光変調器は、液晶デバイスを含むことを特徴とする請求項１８に記載のマルチ
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ビューディスプレイ。
【請求項２０】
　前記複数の画像は、２つの画像からなることを特徴とする請求項１から１９までのいず
れか１項に記載のマルチビューディスプレイ。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】発明の名称
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の名称】マルチビューディスプレイ
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１１】
　視差バリア５は、ＳＬＭ４に表面が隣接して形成された視差バリアのアパーチャアレイ
１３を有する基板１２を含んでいる。上記アパーチャアレイは、不透明の部分１４で分離
された、垂直方向に広がる（すなわち、図１の水平面に対して垂直方向に広がる）透光性
の開口１５を含んでいる。また、反射防止（ＡＲ）コーティング１６は、上記視差バリア
基板１２（ディスプレイ１の外面に形成されている）の反対側の表面に形成されている。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１２】
　ＳＬＭ４のピクセル（pixels）は、図１の水平面に対して垂直方向に縦列が広がるよう
に、横列と縦列とに配列されている。上記横列方向または水平方向のピクセルピッチ（１
ピクセルの中心から、隣接しているピクセルの中心までの距離）はｐである。アパーチャ
アレイ１３の垂直方向に広がっている透光性スリット１５の幅は２ｗであり、透光性スリ
ット１５の水平方向のピッチはｂである。上記バリアのアパーチャアレイ１３の面は、液
晶層８の面から距離ｓの間隔があけられている。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
　［発明思想Ｂ：従来技術の概要］
　英国特許第２　２７８　２２３号明細書では、レンズ状のスクリーンとして例証されて
いる視差オプティクスと協同する空間光変調器を含む自動立体視３Ｄディスプレイが開示
されている。英国特許第２　２７８　２２３号明細書の図１２では、上記変調器が、垂直
方向に細長い形の左目側の画像と右目側の画像とを表示する、一対の隣り合ったピクセル
の縦列を含んでいる。各横列の対は、左目側および右目側の画像が隣り合ったビューウィ
ンドウで見えるように、関連したレンズ状のスクリーンの凸型レンズと協同する。なお、
ビューウィンドウの中心は、人の両目の間の平均間隔に対応する間隔だけ離れている。上
記ピクセル開口は、ブラックマスク（black mask）によって規定されるとともに、水平方
向の横列に配列されるので、異なったグループのピクセル開口の間のブラックマスクの部
分の幅は、同じグループの開口の間の幅よりも大きい。
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【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３９】
　米国特許第４，８２９，３６５号明細書では、空間光変調器が、左目側および右目側の
ビューウィンドウを規定する、垂直方向の発光のラインの形をとったバックライトの配置
と協同する自動立体視３Ｄディスプレイが開示されている。米国特許第４，８２９，３６
５号明細書の図１４では、ピクセルの横列の開口を規定している、上記変調器の前面に接
するブラックマスクが示されている。なお、水平方向に隣接したピクセルの間のブラック
マスクの部分は、すべて同じ幅である。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４５】
　本発明の第１の側面によれば、空間的にインターレースされた（interlaced）複数の画
像を表示するように配列された複数のピクセルを含み、上記ピクセルが、マルチビューデ
ィスプレイでの設計された画像方位のほぼ（substantially）水平方向に細長くなってい
る空間光変調器と、異なる画像に基づいて変調された上記空間光変調器からの光を個別の
異なる方向にほぼ（substantially）制限するように、上記空間光変調器と協同する視差
オプティクスとを含むマルチビューディスプレイが提供される。また、上記マルチビュー
ディスプレイは、マルチビューアディスプレイ（multiple viewer display）であるとと
もに、上記マルチビューディスプレイに対する個別に異なる方向において、個別に異なる
観視者によって見るための、上記空間的にインターレースされた画像が目に見える（visi
ble）ように、上記視差オプティクスが上記空間光変調器と協同することを特徴としてい
る。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４８】
　また、上記ピクセルは、一定の水平方向のピッチ（horizontal pitch）で水平方向に間
隔をもって離されているとともに、上記水平方向のピッチの４０％から９０％までの間の
水平方向の開口があってもよい。なお、上記水平方向の開口が、上記水平方向のピッチの
７０％とほぼ等しくてもよい。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４９】
　さらに、上記ピクセルは、上記水平方向の開口の３分の１にほぼ等しい垂直方向の開口
があってもよい。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５１
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【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５１】
　さらに、上記スリットの水平方向の幅は、上記水平方向のピクセルの開口とほぼ等しく
てもよい。また、代案として、上記スリットの水平方向の幅が、上記水平方向のピクセル
の開口とほぼ等しくてもよい。さらなる代案として、上記視差バリアは、シングルビュー
の動作モード（single view mode of operation）を提供するために無効となってもよい
とともに、上記スリットの上記水平方向の幅が上記水平方向のピクセルの開口よりも小さ
くてもよい。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５２】
　また、上記視差バリアは、シングルビューの動作モードを提供するために無効となって
もよいとともに、上記スリットの上記水平方向の幅が上記水平方向のピクセルの開口より
も小さくてもよい。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５８】
　［発明思想Ｂ：概要］
　本発明の第２の側面によれば、上記マルチビューディスプレイについて個別に異なる方
向において、個別に異なる観視者によって見るための、空間的にインターレースされた（
interlaced）複数の画像を表示するように配列された複数のピクセルを含む空間光変調器
と、異なる画像に基づいて変調された上記空間光変調器からの光を個別の異なる方向（２
４，２５）にほぼ（substantially）制限するように、上記空間光変調器と協同する視差
オプティクスとを含み、さらに上記空間光変調器が、ブラックマスクを含み、上記ブラッ
クマスクは、上記ピクセルのピクセル開口（pixel apertures）を規定するとともに、上
記マルチビューディスプレイでの設計された画像方位の水平方向に隣接する上記ピクセル
開口の間に、少なくとも２つの異なる幅を持つ部分（portions）を有しており、上記視差
オプティクスが、それぞれがピクセルの個別のグループと協同する複数の視差素子（para
llax elements）を含んでいるマルチビューディスプレイが提供される。また、上記マル
チビューディスプレイは、マルチビューアディスプレイ（multiple viewer display）で
あるとともに、同じグループのピクセル間の上記ブラックマスクの各部分の上記幅は、異
なるグループのピクセル間の上記ブラックマスクの各部分の上記幅よりも大きいことを特
徴としている。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６１】
　また、上記視差オプティクスが、上記マルチビューディスプレイ上の、設計された画像
方位の垂直方向に方向付けられた複数のスリットを含んでいる視差バリアを含んでいても
よい。さらに、上記スリットの上記水平方向の幅は、水平方向のピクセル開口にほぼ等し
くてもよい。
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【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８９】
　上記ピクセルのそれぞれは、その長軸が、ＬＣパネル２０の上記ピクセルによって表示
される画像の、意図または設計された方位を参照した場合の水平方向に伸びている長方形
である。また、各画素は、垂直方向の開口２９のほぼ３倍の、水平方向の開口２８を有し
ている。この点で、上記水平方向の開口および垂直方向の開口は、それぞれ水平方向およ
び垂直方向における上記ピクセルの上限の幅および上限の高さとして定義される。上記ピ
クセルは、水平方向の開口２８が水平方向のピッチの４０％から９０％までの間であるよ
うな、水平方向のピッチ３０を有する規則的な長方形のアレイとして配列される。また、
好ましい実施例では、輝度と観視者の運動の自由度との間での良好な妥協案を与えるため
であると同時に、上記ディスプレイ内での回折および散乱からの、画像間の比較的低いレ
ベルのクロストークの発生のため、水平方向の開口２８は上記水平方向のピクセルピッチ
の７０％となっている。
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９０】
　また、視差バリア２１の各スリット２７の幅３１は、ディスプレイの十分な明るさを提
供するために、ほぼ上記ピクセルの水平方向の開口と等しくてもよい。なお、改善のため
、すなわちクロストークの低減のため、上記スリットの幅３１がより広くされてもよいし
、上記ピクセルの水平方向の開口がより小さくされてもよい。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９１】
　さらに、シングルビューの動作モード（single view mode of operation）を提供する
ために視差バリア２１が無効になる可能性のある実施例において、より高い輝度は、上記
スリットの幅３１よりも、上記ピクセルの水平方向の開口２８を大きくすることによって
達成されてもよい。
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００９４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００９４】
　上記ディスプレイのピクセルの、異なるアスペクト比のため、各横列におけるピクセル
の数と上記ディスプレイのピクセルの横列の数とが、例えば図６で示されるように、従来
のＬＣパネルのものと異なる。例えば、図９で示されるように、上記水平方向のピクセル
開口は、図６の上記パネルの水平方向のピクセルの開口のサイズのおよそ３倍だが、図９
の垂直方向のピクセル開口は、図６の垂直方向のピクセル開口のサイズのおよそ１／３で
ある。従って、図６と比べて、図９の各横列におけるピクセルの数は、およそ１／３であ
る。また、図６においては、図９における横列のおよそ３倍のピクセルの数がある。
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【誤訳訂正１８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１０１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１０１】
　図１１では、３７、３８、および３９において、他の３つのピクセルの形状を示す。３
７および３８で示された形状は、一定の幅を有しているとともに、２つの分離した長方形
のサブアパーチャー（sub-apertures）で構成されている。従って、水平方向の回折に寄
与する「乏しい（thin）」特性はない。また、３９で示された形状は、上記ピクセルのど
んな部分の最小の幅も、上記ピクセルの上記水平方向の開口の半分以上であるような、お
互いに隣接する長方形の形状の２つのサブアパーチャーを含む。そのようなピクセルの形
状の場合もやはり、水平方向の回折を比較的低くする。また、図１１では、そのすべてが
、比較的高い水平方向の回折を生じさせる、比較的細い垂直方向の線または領域を有して
いる４０から４４までの、ピクセルの形状を示す。従って、このタイプの形状は、水平方
向の回折を減少させ、不要なクロストークを避けるために、選ばないようにするべきであ
る。
【誤訳訂正１９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１２５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１２５】
　図１６では、２人の観視者が、観視方向２４および２５において、独立した画像を見る
ことを可能にするために視差バリア２１と協同するＬＣパネル２０を含む、他のマルチビ
ューア・マルチビューディスプレイを示す。縦列になって配列されている左側（Ｌ）およ
び右側（Ｒ）の画像のピクセルを有するデュアルビュー（dual view）の意図に関して、
上記ディスプレイが図示されている。よって、上記画像は、１ピクセル幅の、インターレ
ースされた垂直方向の細長い片（interlaced vertical strips）としてＬＣパネル２０上
に表示される。なお、上記ピクセルは、３０で示される水平方向のピッチを有している。
また、上記バリアスリットは、ほぼ水平方向のピクセル開口と等しい、３１で示される幅
を有している。
【誤訳訂正２０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１２６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１２６】
　ＬＣパネル２０は、上記ピクセルの水平方向の開口を規定する７２および７３などとい
った部分を有するブラックマスクを含む。各バリアスリットは、上記ブラックマスクを規
定する上記部分７２を有する（デュアルビューディスプレイのための）ピクセルの２つの
縦列と関連付けられている（associated with）とともに、上記関連付けられたピクセル
の縦列の上記開口の間に配置される。７３といったような上記ブラックマスクの部分は、
水平方向に隣接するピクセルが視差バリア２１の異なるスリットに関連付けられるための
上記水平方向のピクセル開口の残りのエッジを規定する。
【誤訳訂正２１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
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【０１２７】
　７２といったような上記ブラックマスクの部分の水平方向の幅７０は、上記ピクセルピ
ッチ３０の約３２％から約４８％までの間であるのに対して、上記ブラックマスクの部分
７３の幅７１は、上記ピクセルピッチ３０の約１６％から約２４％までの間である。典型
例では、上記バリアスリットの幅３１は上記ピクセルピッチ３０の約７０％、上記ブラッ
クマスクの部分７２の幅７０は上記ピクセルピッチ３０のほぼ４０％、そして、上記ブラ
ックマスクの部分７３の幅７１は上記ピクセルピッチ３０のほぼ２０％である。従って、
バリアスリットの幅３１は、上記ピクセルの水平方向の開口にほぼ等しい。
【誤訳訂正２２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０１２９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０１２９】
【図１】従来の自動立体視ディスプレイ装置の概略的な平面図である。
【図２】従来のマルチビューディスプレイ装置によって与えられるビューウィンドウの概
略的な説明図である。
【図３】他の従来のマルチビューディレクショナルディスプレイ装置によって作り出され
るビューウィンドウの概略的な平面図である。
【図４】他の従来の自動立体視ディスプレイ装置の概略的な平面図である。
【図５】従来のマルチビューディレクショナルディスプレイ装置の主要な構成を示す概略
的な平面図である。
【図６】従来の走査構成を例証する、空間光変調器の一部の概略的な正面図である。
【図７】本発明の実施例の構成要素であるマルチビューディスプレイの、概略的な正面図
を示すものである。
【図８】本発明の実施例の構成要素であるマルチビューディスプレイの、概略的な断面図
を示すものである。
【図９】走査構成を例証する、図７および図８の上記マルチビューディスプレイの空間光
変調器の一部の概略的な正面図である。
【図１０】本発明の実施例の構成要素であるマルチビューディスプレイの概略的な断面図
である。
【図１１】好ましいピクセルの開口の形状、および好ましくないピクセルの開口の形状を
例証する概略図である。
【図１２】本発明の実施例の構成要素であるマルチビューディスプレイを例証する概略図
である。
【図１３】マルチビューディスプレイにおけるクロストークの原因を例証する概略図であ
る。
【図１４】本発明の実施例の構成要素であるディスプレイ制御装置の概略的な構成図であ
る。
【図１５】表示ピクセル強度（display pixel intensity）とグレーレベルとの間の関数
を例証するグラフである。
【図１６】本発明の実施例の構成要素であるマルチビューディスプレイの概略的な構成図
である。
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